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   矯正教育課程に関する訓令の運用について（依命通達） 

 標記について、下記のとおり定め、矯正教育課程に関する訓令（平成２７年法

務省矯少訓第２号大臣訓令。以下「訓令」という。）の施行の日（平成２７年６

月１日）から実施することとしたので、遺漏のないよう配意願います。 

記 

１ 矯正教育の重点的な内容等について（訓令第３条及び別表１関係） 

矯正教育課程ごとの矯正教育の目標、当該目標を達成するために重点的に

実施すべき指導内容の細目及びそれらの指導を実施する上で基準となる期間

については、別表のとおりとすること。 

２ 第１種少年院における在院者の矯正教育課程の指定 

⑴ 短期義務教育課程又は短期社会適応課程 

ア 一般的な取扱い 

家庭裁判所において、送致すべき少年院として第１種が指定され、か

つ、短期義務教育課程又は短期社会適応課程を履修させるべき特性を考

慮して、これらの矯正教育課程の標準的な期間（６月以内）を矯正教育の

期間として設定することが適当であるとする旨の勧告が付された場合

は、短期義務教育課程又は短期社会適応課程を指定すること。 

なお、少年院送致の保護処分歴がある場合には、短期義務教育課程又は
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短期社会適応課程の在院者の類型である「その者の持つ問題性が単純又

は比較的軽く、早期改善の可能性が大きいもの」には該当しないこと。 

イ １４歳未満の在院者について 

１４歳未満の在院者については、義務教育を終了しない者ではあるも

のの、原則として短期義務教育課程は指定しないが、次のいずれにも該当

する場合において、相当と認めるときは、同課程を指定することができる

こと。 

(ｱ) 中学校２年生に該当する年齢であること。 

(ｲ) 心身の発達の程度を考慮して１４歳以上の在院者との同一の集団で

の矯正教育の実施に著しい支障が認められないこと。 

⑵ 短期義務教育課程又は短期社会適応課程以外の矯正教育課程 

ア 優先的に指定すべき矯正教育課程について 

社会適応課程Ⅲ、支援教育課程Ⅰ又は支援教育課程Ⅱの在院者の類型

に該当する者については、他の矯正教育課程に優先して、これらの矯正教

育課程を指定すること。 

なお、これらの矯正教育課程のうち複数の類型に該当する在院者につ

いては、社会適応課程Ⅲを優先的に指定することとし、同課程を指定しな

かった者については、医師による診断の結果等を踏まえつつ、支援教育課

程Ⅰ又は支援教育課程Ⅱのそれぞれの矯正教育の目標及び重点的に実施

すべき指導内容の妥当性、必要性等を総合的に考慮して、いずれかを指定

すること。 

イ 矯正教育課程の指定に当たり留意すべき事項について 

(ｱ) 社会適応課程Ⅱ 

社会適応課程Ⅱの在院者の類型中、「反社会的な価値観・行動傾向」

については、反社会的集団への所属のみをもって判断しないこと。 

社会適応課程Ⅱの指定に当たっては、生活態度、価値観等の偏り、自

己統制力の低さ、認知の偏り等の資質上の問題により、在院者一般と比

較して、攻撃的、反抗的な行動傾向が顕著に認められる者について、こ

れら資質上特に問題となる事情を改善する必要があるか否かを総合的

に考慮すること。 

なお、知的障害、情緒障害若しくは発達障害又はこれらの疑いがある

旨の診断を受けている者であっても、支援教育課程Ⅰ又は支援教育課

程Ⅱにおける処遇上の配慮の必要性が相対的に低く、攻撃的、反抗的な

行動傾向が顕著に認められるなど、集団への適応に特段の支障を生じ

るおそれがある者は、社会適応課程Ⅱを指定することができること。 

(ｲ) 社会適応課程Ⅲ 

社会適応課程Ⅲの指定に当たっては、外国籍であるか否かにかかわ

らず、次のいずれかに該当し、日本人と異なる処遇を必要とし、かつ特
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別の配慮を要するか否かを、総合的に考慮すること。 

ａ 日本語の理解力又は表現力が特に劣る者（片言の日本語による意

思表示にも支障がある者、平易な日本語による指導の理解にも困難

を来す者等） 

ｂ 日本人と著しく風俗習慣を異にする者 

ｃ 大使館又は領事館等関係機関との緊密な連絡調整を必要とする者 

(ｳ) 支援教育課程Ⅰ 

支援教育課程Ⅰの指定に当たっては、知的障害又はその疑いがある

旨の診断を受けている者及びその診断がない場合であっても、知的機

能の発揮に支障があり（ＩＱおおむね６９以下）、行動、情緒及び社会

的な困難が知的障害がある者と同程度に認められる者について、処遇

上の配慮（集団への適応を含む。）を要するか否かを総合的に考慮する

こと。 

(ｴ) 支援教育課程Ⅱ 

支援教育課程Ⅱの指定に当たっては、情緒障害若しくは発達障害又

はこれらの疑いがある旨の診断を受けている者及びこれらの診断がな

い場合であっても、その障害や対人スキルの未熟さ等により、行動、情

緒及び社会的な困難が顕著に認められる者について、処遇上の配慮（集

団への適応を含む。）を要するか否かを総合的に考慮すること。 

(ｵ) 支援教育課程Ⅲ 

支援教育課程Ⅲの指定に当たっては、知的能力に制約のある者（境界

知能（ＩＱおおむね７０台）である者を含む。）及び情緒的未成熟等に

よる非社会的な行動傾向の問題等がある者（以下「知的能力に制約のあ

る者等」という。）について、支援教育課程Ⅰ又は支援教育課程Ⅱにお

ける処遇上の配慮の必要性が相対的に低く、集団への適応に特段の支

障が認められないものであることなどを総合的に考慮すること。 

なお、知的能力に制約のある者等についても、社会適応課程Ⅰにおけ

る職業能力開発指導又は高等学校教育指導の必要性が相対的に高いな

ど特別の事情が認められる場合には、同課程を指定することができる

こと。 

３ 第２種少年院における在院者の矯正教育課程の指定 

⑴ 優先的に指定すべき矯正教育課程について 

社会適応課程Ⅴ、支援教育課程Ⅳ又は支援教育課程Ⅴの在院者の類型に

該当する者については、社会適応課程Ⅳに優先して、これらの矯正教育課程

を指定すること。 

なお、これらの矯正教育課程のうち複数の類型に該当する者については、

社会適応課程Ⅴを優先的に指定することとし、同課程を指定しなかった者

については、医師による診断の結果等を踏まえつつ、支援教育課程Ⅳ又は支
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援教育課程Ⅴのそれぞれの矯正教育の目標及び重点的に実施すべき指導内

容の妥当性、必要性等を総合的に考慮して、いずれかを指定すること。 

⑵ 矯正教育課程の指定に当たり留意すべき事項について 

ア 社会適応課程Ⅴ 

上記２の（２）のイの（イ）の社会適応課程Ⅲに同じ。 

イ 支援教育課程Ⅳ 

上記２の（２）のイの（ウ）の支援教育課程Ⅰに同じ。 

ウ 支援教育課程Ⅴ 

上記２の（２）のイの（エ）の支援教育課程Ⅱに同じ。 

４ 第５種少年院における在院者の矯正教育課程の指定 

  家庭裁判所において、第５種少年院に収容する旨の決定がなされ、かつ、早

期の保護観察再開の可能性が大きいことを考慮した矯正教育の期間を設定す

ることが適当である旨の勧告（早期に保護観察復帰相当又は特別早期に保護

観察復帰相当）が付された場合は、保護観察復帰指導課程Ⅰを指定すること。 

５ 在院者に指定した矯正教育課程の変更について（訓令第４条関係） 

⑴ 訓令第４条第１項後段の場合において、次のアに該当するときは、別紙

様式１の書面により、イ及びウに該当するときは、別紙様式２の書面によ

り、あらかじめ、在院者を送致した家庭裁判所の意見を聴くものとするこ

と。 

ア 短期義務教育課程又は短期社会適応課程を指定した在院者について、

これら以外の矯正教育課程に変更しようとするとき 

イ 第１種少年院の矯正教育課程を指定した在院者について、第２種少年

院の矯正教育課程に変更しようとするとき 

ウ 第２種少年院の矯正教育課程を指定した在院者について、第１種少年

院の矯正教育課程に変更しようとするとき 

⑵ 訓令第４条第２項に規定する矯正局長が定める場合は、次に掲げる場合

とすること。 

ア 義務教育課程Ⅰを指定した在院者について、小学校卒業後における義

務教育課程Ⅱへの変更 

イ 義務教育課程Ⅱを指定した在院者について、中学校卒業後における社

会適応課程Ⅰへの変更 

ウ 短期義務教育課程を指定した在院者について、中学校卒業後における

短期社会適応課程への変更 

エ 医療措置課程以外の矯正教育課程を指定した在院者について、医療措

置課程への変更 

オ 上記エの変更が行われた在院者について、医療措置終了に伴う上記エ

の変更を行う前の矯正教育課程への変更 
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⑶ 上記（２）のアからウまでに掲げる場合において、少年鑑別所法（平成

２６年法律第５９号）第１８条の規定による鑑別の結果に、あらかじめ当

該変更に係る意見が盛り込まれていないときは、法第３３条第２項の規定

による少年鑑別所の長からの意見聴取を、別紙様式３により行うこと。 

⑷ 上記（２）のエ及びオに掲げる矯正教育課程の変更を行うときは、あら

かじめ、在院者を送致した家庭裁判所に対し、電話による連絡その他適宜

の方法により通知を行うこと。 
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短期義務教育課程 ＳＥ 　中学校の教育課程の履修により、学力の向上を図る。 ○ ○ ２０週

義務教育課程Ⅰ Ｅ１ 　小学校の教育課程の履修により、学力の向上を図る。 ○ ○ ○ ○ １１月

義務教育課程Ⅱ Ｅ２ 　中学校の教育課程の履修により、学力の向上を図る。 ○ ○ ○ １１月

短期社会適応課程 SＡ 　社会生活に適応するための能力の向上を図る。 ○ ○ ○ ２０週

社会適応課程Ⅰ Ａ１ 　社会生活に適応するための能力の向上を図る。 ○ ○ ○ ○ １１月

社会適応課程Ⅱ Ａ２
　自己統制力を高め、健全な価値観を養い、堅実に生活する習慣を身に付け
る。

○ ○ ○ ○ １１月

社会適応課程Ⅲ Ａ３ 　健全な社会人として必要な意識、態度を養う。 ○ ○ ○ １１月

支援教育課程Ⅰ Ｎ１ 　社会生活に必要となる基本的な生活習慣・生活技術を身に付ける。 ○ ○ ○ ○ ○ １１月

支援教育課程Ⅱ Ｎ２
　障害等その特性に応じた、社会生活に適応する生活態度・対人関係を築く力
を身に付ける。

○ ○ ○ ○ １１月

支援教育課程Ⅲ Ｎ３ 　対人関係技能を養い、適応的に生活する習慣を身に付ける。 ○ ○ ○ ○ ○ １１月

社会適応課程Ⅳ Ａ４
　犯罪的傾向の改善を図り、健全な価値観を養い、堅実に生活する習慣を身に
付ける。

○ ○ ○ ○ １２月

社会適応課程Ⅴ Ａ５ 　犯罪的傾向の改善を図り、健全な社会人として必要な意識、態度を養う。 ○ ○ ○ １２月

支援教育課程Ⅳ Ｎ４
　犯罪的傾向の改善を図り、社会生活に必要となる基本的な生活習慣・生活技
術を身に付ける。

○ ○ ○ ○ ○ １２月

支援教育課程Ⅴ Ｎ５
　犯罪的傾向の改善を図り、障害等その特性に応じた，社会生活に適応する生
活態度・対人関係を築く力を身に付ける。

○ ○ ○ ○ １２月

第３種 医療措置課程 D 　社会生活に適応するための能力の向上を図る。 ○ ○ ○ ○ ○ １２月

第４種 受刑在院者課程 J 　反社会的行動傾向の改善を図る。 ○ ○ ○ －

保護観察復帰指導課程Ⅰ P1 　自己の問題点を自覚し、社会生活に適応するための能力の向上を図る。 ○ ○ １１週

保護観察復帰指導課程Ⅱ P2
　自己の問題点を自覚し、出院後の生活を見据え，社会生活に適応するための
能力の向上を図る。

○ ○ ○ ○ ２０週

○：重点的に実施すべきもの

少年院
の種類

矯正教育課程 符号 矯正教育の目標

重点的に実施すべき指導内容の細目

第２種

第５種

基
準
期
間

生活指導 職業指導 教科指導 特別活動指導

第１種



別紙様式１ 

 

在院者に指定した矯正教育課程の変更に関する意見について 

 

                  ○○○少年院在院 

                  在院者氏名 ○○○○ 

                  生年月日 ○○年○○月○○日 

 

 上記の者は、○○年○○月○○日、○○家庭裁判所（○○支部）において、第

１種少年院送致の決定を受け、○○年○○月○○日に当院に入院しましたが、別

添の理由により上記在院者の矯正教育課程を変更することを検討しております。 

ついては、当該課程からの変更について意見を伺います。なお、不相当とする

場合は、なるべく具体的な意見を添えるよう願います。 

 

○○年○○月○○日 

 

 ○○家庭裁判所（○○支部） 

裁判官 ○○○○ 殿 

 

 

○○○少年院長 ○○○○ 印 

 

 

 意見   相当、不相当と思料します。 

    不相当の理由は別紙のとおりです。 

 

                       ○○年○○月○○日 

 

 ○○○少年院長 ○○○○ 殿 

 

○○家庭裁判所（○○支部） 

裁判官 ○○○○ 印 

 

 

（注）家庭裁判所に送付するときは、以下の書類を添付すること。 

①成績経過記録表、少年院法第３６条第１項の規定による鑑別に係る結果等

関係書類の写し各１部 

②少年調査記録 

③本求意見書の写し１部 
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在院者が送致された少年院の種類の変更に関する意見について 

 

                  ○○○少年院在院 

                  在院者氏名 ○○○○ 

                  生年月日 ○○年○○月○○日 

 

 上記の者は、○○年○○月○○日、○○家庭裁判所（○○支部）において、（第

１種、第２種）少年院送致の決定を受け、○○年○○月○○日に当院に入院しま

したが、別添の理由により上記在院者の少年院の種類を（第１種、第２種）に変

更することを検討しております。 

ついては、当該変更について意見を伺います。なお、不相当とする場合は、な

るべく具体的な意見を添えるよう願います。 

 

○○年○○月○○日 

 

 ○○家庭裁判所（○○支部） 

裁判官 ○○○○ 殿 

 

 

○○○少年院長 ○○○○ 印 

 

 

 意見   相当、不相当と思料します。 

    不相当の理由は別紙のとおりです。 

 

                       ○○年○○月○○日 

 

 ○○○少年院長 ○○○○ 殿 

 

○○家庭裁判所（○○支部） 

裁判官 ○○○○ 印 

 

 

（注）家庭裁判所に送付するときは、以下の書類を添付すること。 

①成績経過記録表、少年院法第３６条第１項の規定による鑑別に係る結果等

関係書類の写し各１部 

②少年調査記録 

③本求意見書の写し１部 

 



別紙様式３－１ 

                       ○○第○○○○号 

                       ○○年○月○○日 

 

 

○○少年鑑別所長 殿 

 

 

○○少年院長 

 

 

在院者に指定すべき矯正教育課程に関する意見について 

○○○少年院在院 

                  在院者氏名 ○○○○ 

                  生年月日 ○○年○○月○○日 

 上記在院者は、○○年○○月○○日、○○家庭裁判所（○○支部）において、

（第１種、第２種、第３種）少年院送致の決定を受け、○○年○○月○○日に当

院に入院し、○○○○課程を履修していますが、下記の理由により上記在院者を

○○○○課程に変更することが相当となります。 

ついては、当該課程への指定変更について意見を伺います。なお、不相当とす

る場合は、その理由を回答願います。 

 

記 

  



別紙様式３－２ 

                       ○○第○○○○号 

                       ○○年○月○○日 

 

 

○○少年院長 殿 

 

 

○○少年鑑別所長 

 

 

在院者に指定すべき矯正教育課程について（回答） 

 ○○年○月○○日付け○○○第○○○○号をもって意見を求められた標記に

ついて、下記のとおり回答します。 

記 

意見   相当、不相当と思料します。 

     不相当の理由は別紙のとおりです。 

 




